
別記 

第1号様式(第2条関係) 

 

道路自費工事承認申請書 

〇〇年〇〇月〇〇日 

(あて先) 

 羽島市長 

 住 所 羽島市竹鼻町〇〇番地 

申請者                

氏 名 〇〇 〇〇      

  法人にあっては名

称及び代表者氏名 

  

(電話 〇〇〇－〇〇〇〇   ) 

 道路法第24条の規定により、次のとおり道路に関する工事の設計及び実施計画について

承認を受けたく申請します。 

 

記 

 

工 事 の 場 所 

場 所 羽島市竹鼻町〇〇番地先 

市道番号 〇〇－〇－〇〇〇 

路 線 名 〇〇〇〇線 

工 事 の 種 別  側溝新設、アスファルト舗装 等 

工事を必要とする理由  宅地造成のため 等 

工 事 の 実 施 方 法  請負（業者名） 

工 事 の 期 間  〇〇年〇〇月〇〇日から〇〇年〇〇月〇〇日まで 

概 算 工 事 費  約〇〇万円 

そ の 他 
 設置工作物は、工事完了後無償で市に帰属することを承諾し

ます。 

 

  羽島市指令 土第    号 

 上記の申請を承諾します。ただし、次の条件を守ってください。 

      年  月  日 

羽島市長          印 

条 件   

 この処分に不服があるときは、この処分のあったことを知った日の翌日から起算して3箇月

以内に羽島市長に対して審査請求をすることができます（なお、処分があったことを知った日

の翌日から起算して3箇月以内であっても、処分があった日の翌日から起算して1年を経過する

と審査請求をすることができなくなります。）。 

また、この処分の取消しを求める訴えをするときは、この処分があったことを知った日の翌

日から起算して6箇月以内に、羽島市を被告として（訴訟において羽島市を代表する者は羽島

市長となります。）、提起することができます（なお、処分があったことを知った日の翌日から

起算して6箇月以内であっても、処分があった日の翌日から起算して1年を経過するとこの処分

の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、審査請求をした場合には、当

該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、処分の取

消しの訴えを提起することができます（なお、裁決のあった日の翌日から起算して1年を経過

するとこの処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。 

注 申請書は、2部提出すること。      連絡先 〇〇株式会社 〇〇〇－〇〇〇〇 


